
 

 

 

平 成 ２ ８ 年 １ 月 後 期 定 例 会 議事録 
・開催日時 平成２８年１月２９日（金曜日）１４時５６分～１５時３７分 

・開催場所 人事委員会室                     

・出 席 者 （委 員）大西委員長 松尾委員 江口委員 

       （事務局）社頭事務局長 伊東副事務局長 中野人事主幹  

毛利係長 藤田係長 牛島係長 西川主査 鶴澤主査 

○議事事項 

１ 平成２８年１月前期定例会の議事録について 

 

佐賀県人事委員会議事規則第７条第２項の規定に基づき、前回定例会の議事録について、承認

することを決定した。 

 

２ 平成２８年度佐賀県職員採用試験の実施計画について      

 

平成２８年度に実施する佐賀県職員採用試験の実施計画について事務局が説明し、原案のとお

り決定した。 

【説明】 

（平成29年４月１日採用予定） 

試験の種類 主な受験資格 

試験案内・ 

受験申込書 

配布開始 

受験申込 

受付期間 

第１次 

試験 

第２次 

試験 

最終合格

発表 

行政特別枠 

（大卒程度） 

平成3年4月2日～ 

平成7年4月1日 

までに生まれた人 

平成28年 

３月１日 

３月１日 ～ 

３月30日 
４月24日 
(日曜日) 

(第２次試験) 

５月下旬 ～ 

６月上旬 

（第３次試験） 

６月下旬～ 

  ７月上旬 

７月中旬

大学卒業 

程度 

昭和62年4月2日～ 

平成7年4月1日 

までに生まれた人 

平成28年 
５月上旬 

５月上旬 ～ 
      下旬 

６月26日 
(日曜日) 

７月中旬～ 

 ８月上旬 
８月下旬

高校卒業 

程度 

平成7年4月2日～ 

平成11年4月1日 

までに生まれた人 

平成28年 
７月上旬 

８月上旬 ～ 
   下旬 

９月25日 
（日曜日） 

10月中旬～  

   下旬 
11月中旬

U・Iターン型 
民 間 企 業 等 
経 験 者 
（大卒程度） 

〔民間企業等経験者枠〕 

昭和32年4月2日 

以降に生まれた人 

平成28年 
７月中旬 

７月中旬 ～ 
８月中旬 

書類選考 

(第２次試験) 

10月上旬 

（第３次試験） 

  11月上旬～ 

    中旬 

11月下旬
〔JICA等枠〕 

昭和52年4月2日 

以降に生まれた人 
７月中旬～ 
 ９月上旬 

(第２次試験) 

10月上旬～ 

   中旬 

（第３次試験） 

 11月中旬 

〔地域おこし協力隊枠〕 

昭和52年4月2日 

以降に生まれた人 

９月25日 

（日曜日） 

(第２次試験) 

10月中旬 

（第３次試験） 

  11月中旬 
身体障害者を 
対象とする 
採用選考 

（高卒程度） 

昭和62年4月2日～ 

平成11年4月1日 

までに生まれた人 

平成28年 
７月中旬 

７月中旬 ～ 
８月上旬 

９月22日 

(木曜日・祝日) 
 任命権者にて実施・発表 



 

 

 

 

 

 

 

３ 平成２８年度佐賀県職員採用試験〔大学卒業程度（行政特別枠）〕の実施要綱について 

 

概要について事務局が説明し、原案のとおり決定した。 

 

【説明】 

１ 試験区分及び採用予定者数 

行政（６４名程度） 

 

２ 受験資格 

次の（１）又は（２）の要件を満たす者とする。ただし、日本国籍を有しない者及び地方公務員 

第16条各号（準禁治産者を含む。）のいずれかに該当する者は除く。 

（１）平成３年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた者 

（２）平成７年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）を卒業又

は平成29年３月までに卒業見込みの者（人事委員会が同等の資格があると認める者を含む。） 

 

３ 試験の方法及び評価 

試験は、第１次試験、第２次試験及び第３次試験に分けて行い、第２次試験は第１次試験合格者に 

ついて、第３次試験は第２次試験合格者について行う。 

（１）第１次試験 

      教養試験及び書類選考を行う。 

また、語学資格保有者に対しては、加点を行う。 

ア 教養試験 

五枝択一式による筆記試験とし、試験の程度は大学卒業程度とする。 

問題数は120問で、120点満点とし、時間は１時間とする。なお、点字試験の場合は、１時間30

分とする。 

イ 書類選考 

受験申込書と同時に提出するアピールシートにより選考を行う。 

ウ 語学資格保有者への加点 

   （ア）加点対象者 

英語、中国語、韓国語、フランス語について、相当高い程度の語学資格を保有すると認められ 

る者を対象とする。 

（イ）加点の方法 

    資格等を証する書類を確認のうえ、資格の有用性等に応じ、12点を限度として加点する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

エ 第１次試験合格者の決定 

教養試験の得点（語学資格保有により加点された者については、当該加点点数を加えた得点）に

より、最終合格者数を考慮して、高点順に定め、５月中旬に発表を行う。ただし、教養試験の得点

又はアピールシートによる審査結果が一定の基準に満たない場合は不合格とする。 

（２）第２次試験 

論文試験、面接試験Ⅰを行う。 

ア 論文試験 

一般的課題１題を出題し、職務遂行に必要な思考力、論理性及び文章による表現力等を総合的に 

評価し、100点満点とする。時間は１時間30分とする。なお、点字試験の場合は、時間には配慮を

する。 

ただし、一定の基準に満たない場合は不合格とする。なお、論文試験は第１次試験日（４月24 

日（日））に実施する。 

イ 面接試験Ⅰ 

   面接員３名の個別面接により人物評価を行い、300点満点で評定する。 

ただし、一定の基準に満たない場合は不合格とする。 

   ウ 第２次試験合格者の決定 

論文試験及び面接試験Ⅰ全てに合格となった者について、論文試験及び面接試験Ⅰのそれぞれの 

得点を合計した総合得点により、最終合格者数を考慮して、高点順に定め、６月中旬に発表を行う。 

（３）第３次試験 

面接試験Ⅱを行う。 

ア 面接試験Ⅱ 

   面接員３名の個別面接により人物評価を行い、300点満点で評定する。 

ただし、一定の基準に満たない場合は不合格とする。 

対象資格等 
教養試験満点５％ 

（６点）加算 

教養試験満点の10％ 

（１２点）加算 

英 
 

語 

実用英語技能検定 準１級 １級 

ＴＯＥＩＣ 730点以上860点未満 860点以上 

ＴＯＥＦＬ（iＢＴ） 80点以上100点未満 100点以上 

ＩＥＬＴＳ 6.5 7.0以上 

国際連合公用語英語検定試験 Ａ級 特Ａ級 

中

国

語 

中国語検定試験 ２級及び準１級 １級 

中国語コミュニケーション能力検定 550点以上900点未満 900点以上 

韓

国

語 

ハングル能力検定試験 準２級及び２級 １級 

韓国語能力試験 ４級及び５級 ６級 

フ

ラ

ン

ス

語 

実用フランス語技能検定試験 準１級 １級 

ＤＥＬＦ・ＤＡＬＦ ＤＥＬＦ Ｂ２ 
ＤＡＬＦ 

Ｃ１及びＣ２ 

ＴＣＦ ４（Ｂ２） 
５（Ｃ１） 

及び６（Ｃ２） 



 

 

 

 

４ 最終合格者の決定 

第３次試験の面接試験Ⅱで合格となった者について、面接試験Ⅱの得点により、採用予定者数等を 

考慮して、高点順に最終合格者を定め、７月中旬に発表を行う。 

ただし、受験資格の有無、申込書の記載事項の真否等について、虚偽又は不正の申告をした者につい 

ては不合格とする。 

 

５ 採用候補者名簿の登載順位 

最終合格者は、４の得点の高点順に登載する。 

 

６ 受付方法 

インターネット、持参、郵送による受験申込みの受付を行う。 

 

７ 受付期間 

（１）インターネット申込 

３月１日（火）９時から３月30日（水）17時までに県のサーバーに到着したものを有効とする。 

（２）持参による申込 

３月１日（火）から３月30日（水）までとし、受付時間は８時30分から17時までとする。ただ

し、土曜日、日曜日及び祝日は除く。 

（３）郵送による申込 

３月１日（火）から３月30日（水）までとする。ただし、３月30日（水）の消印があるものま

で有効とする。 

 

８ 試験の期日及び場所 

（１）第１次試験（第２次試験論文） ４月24日（日） 

                      佐賀市及び東京都 

（２）第２次試験          ５月下旬～６月上旬 

                    佐賀市及び東京都 

（３）第３次試験          ６月下旬～７月上旬 

佐賀市 

 

９ その他 

この要綱に定めるもののほか必要な事項は、佐賀県人事委員会事務局長が別に定める。 

 

○報告事項 

１ 平成２７年（不）第１号事案に係る経過報告について 

 

平成２８年１月２４日及び２５日に審査請求人から送られてきた電子メールの内容について報

告し、当該メールに参考として添付されていた資料について、審査に反映させたいのであれば、

証拠として提出するよう審査請求人に伝えるよう、事務局に指示があった。 

 

○その他 

１ 行事予定について 


